
国
民
が
受
け
る
医
療
の
質
の
向
上
の
た
め
の
医
療
機
器
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対

す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
基
本
計
画
の
策
定
等
本
法
律
案
で
定
め
る
事
項
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
第
百
八
十
五
回
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
薬
事

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
と
の
整
合
性
を
図
る
こ
と
。

二
、
医
療
機
器
の
審
査
ラ
グ
の
解
消
に
向
け
て
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
お
け
る
審
査
体
制
の
強
化
、

審
査
の
迅
速
化
を
進
め
る
た
め
、
平
成
二
十
六
年
度
か
ら
の
第
三
期
中
期
計
画
の
着
実
な
実
行
等
、
中
長
期
的
な
観
点
か
ら

の
取
組
を
引
き
続
き
進
め
る
こ
と
。

三
、
基
本
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
の
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
も
定
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。




